
令
和
四
年
内
閣
府
令
第
五
十
六
号

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地

等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の

利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
及
び
重
要
施
設
周
辺
及

び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及

び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政

令
第
三
百
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実

施
す
る
た
め
、
重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け

る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
関
係
地
方
公
共
団
体
へ
の
通
知
事
項
）

第
一
条
　
重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土

地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
五
項

（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
注
視
区
域
の
変
更
に
つ

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
二
条
第
五

項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
指
定
の
事
由
と
す

る
。

（
命
令
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
命
令
は
、
別
記

様
式
第
一
の
命
令
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
収
用
委
員
会
に
対
す
る
裁
決
申
請
書
の
様
式
）

第
三
条
　
重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土

地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の

内
閣
府
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
の
と
お

り
と
す
る
。

（
土
地
等
売
買
等
契
約
に
係
る
届
出
）

第
四
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

別
記
様
式
第
三
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
等
に
関
す
る
所

有
権
を
移
転
し
又
は
所
有
権
の
取
得
を
目
的
と
す
る
権

利
を
移
転
若
し
く
は
設
定
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記

様
式
第
四
の
届
出
書
を
提
出
し
て
、
土
地
等
に
関
す
る

所
有
権
の
移
転
又
は
所
有
権
の
取
得
を
目
的
と
す
る
権

利
の
移
転
若
し
く
は
設
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
「
譲
受
け
予
定
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式

第
五
の
届
出
書
を
提
出
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
届
出

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記

様
式
第
六
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
等
に
関
す
る
所

有
権
を
移
転
し
又
は
所
有
権
の
取
得
を
目
的
と
す
る
権

利
を
移
転
若
し
く
は
設
定
し
た
者
は
、
別
記
様
式
第
七

の
届
出
書
を
提
出
し
て
、
土
地
等
に
関
す
る
所
有
権
の

移
転
又
は
所
有
権
の
取
得
を
目
的
と
す
る
権
利
の
移
転

若
し
く
は
設
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
譲
受
者
等
」
と

い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
八
の
届
出
書
を
提
出
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
前
項
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
譲
受
け
予
定
者
等
の
国
籍
等
（
住
民
基
本
台
帳
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の

四
十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
い
う
。
）
（
法
人
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し
た

法
令
を
制
定
し
た
国
）

二
　
譲
受
け
予
定
者
等
が
、
法
人
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
者
が
そ
の
代
表
者
で
あ
る
も
の
又
は
そ
れ
ら
の

者
が
そ
の
役
員
の
過
半
数
若
し
く
は
議
決
権
の
過
半

数
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨

ア
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
人

イ
　
外
国
政
府
、
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
又
は
そ
れ
ら
の
代
表
者

ウ
　
外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人

三
　
土
地
等
の
利
用
の
現
況

四
　
契
約
予
定
日

２
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
前

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
及
び
第

二
号
中
「
譲
受
け
予
定
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
譲
受
者

等
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
契
約
予
定
日
」
と
あ
る
の

は
「
契
約
が
成
立
し
た
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
六
条
　
令
第
六
条
第
三
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合

は
、
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九

号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
（
第
四
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
所
有
権
が
移
転
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

若
し
く
は
第
十
三
号
か
ら
第
十
四
号
の
三
ま
で
又
は
農

地
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
七
十
九

号
）
第
十
五
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
九

月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式
第
一
（
第
二
条
関
係
）
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